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○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療

需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
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医療機能の選択に当たっての考え方の整理

（とある病棟のイメージ）

現在の病床機能報告においては、病棟が担う機能をいずれか１つ選択して、報告することとされている。
ただし、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院していることから、医療機関は、提供している医療の

内容が明らかとなるように具体的な報告を、都道府県に報告することとされている。

基本的な考え方 ～ その１ ～

上記の考え方を基本としつつも、下記のように、当該病棟で、いずれかの機能のうち、もっとも
多くの割合の患者の機能を報告することを、基本とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

各々の病棟については、

として報告することを基本とする。

「回復期機能」

「急性期機能」

「慢性期機能」

「高度急性期機能」

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者
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地域医療構想の実現プロセス

１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、地域医
療介護総合確保基金を活用。

２． 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合には、
医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。

STEP1   地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議

個々の病院の再編に向け、各都道府県での「調整会議」
での協議を促進。

① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担う
中心的な医療機関の役割の明確化を図る

② その他の医療機関について、中心的な医療機関が
担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を
踏まえた役割の明確化を図る

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援

都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用し
て、医療機関の機能分化・連携を支援。

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補助
等を実施。

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮

都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、機
能分化・連携を推進。

【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとす

る医療機関に対して、転換の中止の命令（公的医療機関

等）及び要請・勧告（民間医療機関）

② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療
機能を担うよう指示（公的医療機関等）及び要請・勧告（民間
医療機関）

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足
している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）及び
要請・勧告（民間医療機関）

※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手
続きを経る必要がある。

※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表
や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。

将
来
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
、
自
主
的
な
取
組
だ
け
で

は
、
機
能
分
化
・連
携
が
進
ま
な
い
場
合
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【経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］】

地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。病床の役割分担を

進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２

年間程度で集中的な検討を促進する。これに向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能

の再編のための地域における議論の進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分化・連

携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審

議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に

対し、重点的に配分する。

【経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）［抜粋］】

地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針について、昨年度に続いて集中的

な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。公立・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地

域の民間医療機関では担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重点化す

るよう医療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議論を進める。 このような自主的な取組による病床の

機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速

やかに関係審議会等において検討を進める。病床の転換や介護医療院への移行などが着実に進むよう、地域医療介護

総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効

果・コストの検証を行い、必要な対応を検討するとともに、病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討す

る。 していただきたいと思います。

４

「経済財政運営と改革の基本方針」を踏まえた地域医療構想の進め方



２０４０年を見据えた社会保障の将来見通しとともに、様々な面から見た医療の地域差を明
らかにしました。

２０２５年には団塊の世代が全て７５歳以上となり、医療や介護のニーズも大きく変わって
いくことが見込まれます。それまでに、それぞれの地域で、どの患者も適切な医療や介護を行
う場所で受けられるようにしていく必要があります。

このための第一の重要なステップが、目指すべき将来像を明らかにする地域医療構想の策定
です。これについては、昨年３月までに、全都道府県で無事、完了しました。

次の重要なステップは、２０２５年までに目指す医療機能別病床数の達成に向けた医療機関
ごとの対応方針の策定です。これについては、各地域において平成２９年度、３０年度の２か
年をかけて集中的な検討を行うこととなっています。したがって、地域医療構想の着実な実現
には、この３０年度が非常に重要な年となります。

このため、厚生労働大臣におかれては、今年秋を目途に、全国の対応方針の策定状況を中間
報告していただき、先進事例を横展開するなど、今年度中の対応方針の策定を後押ししていた
だきたいと思います。

さらに、２０２５年の地域医療構想の実現に向け、病床の転換や介護医療院への移行などが
着実に進むよう、地域医療、介護のための基金や診療報酬改定等、これまでの推進方策の効
果、コストを検証していただきたいと思います。あわせて、有識者の意見も伺いながら、更な
る実効的な推進方策について、厚生労働大臣を中心に検討、実施していただきたいと思いま
す。 5

経済財政諮問会議・安倍総理大臣発言（抄）
平成30年5月21日
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○ 「経済財政運営と改革の基本方針」では、「個別の病院名や転換する病床数等の具体的
対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。」ことが求め
られている。

○ このため、個別の医療機関が、2025年の病床機能の予定をどのように考えているのか、
調整会議で共有した上で、今年度中に全ての医療機関が具体的対応方針を合意できるよう
に協議を促していく必要がある。

○ また、2025年の病床機能の予定については、平成29年度の病床機能報告において任意報
告となっているため、報告対象医療機関のうち、約51％の医療機関のみしか把握できてい
ない。このため、平成30年度の病床機能報告に向けて改善策を講じる必要がある。

「経済財政運営と改革の基本方針」を踏まえた地域医療構想の進め方について

○ 平成29年度の病床機能報告データを活用して、個別の医療機関の６年後及び2025年の
病床機能の予定を調整会議で共有し、今年度中に将来の病床機能を合意できるよう協議を
促す。

○ 平成30年度の病床機能報告では、６年後の病床機能の予定を報告するのではなく、
2025年の病床機能の予定を報告するように改めるとともに、将来の病床規模も具体的に把
握できるように報告項目を見直す。



○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。

⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなけ
れば担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

「地域医療構想の進め方について」※のポイント

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。

①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況

③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

地域医療構想調整会議の運営

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

地域医療構想調整会議の協議事項

【その他】

○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関 ・開設者を変更する医療機関

※ 平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知
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地域医療構想調整会議における議論の状況（病床機能報告）

■ 平成２９年度病床機能報告の報告状況
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第九十二条 第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 8
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■非稼働病棟を有する医療機関に対する調整会議での議論の状況
（議論済み（議論継続中を含む）の病棟の病床数／非稼働病棟の病床数）

地域医療構想調整会議における議論の状況（非稼働病棟）
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■非稼働病棟の病床数
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新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良

和歌

山
鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎
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沖縄

診療所 605 123 264 111 37 25 97 174 77 103 364 74 102 132 23 46 25 137 22 2 120 293 443 111 19 39 98 274 38 118 0 17 304 169 110 115 225 180 221 671 183 326 379 414 285 536 54

病院 1,1 325 333 104 358 256 457 869 382 80 575 449 354 807 306 207 162 179 169 222 393 654 683 239 67 246 442 864 442 131 0 148 579 313 330 154 266 482 104 386 73 100 830 102 174 435 50
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■病院 （全国計 16,384床）
診療所（全国計 8,285床）

（注）平成29年度（平成29年10月実施）の病床機能報告を基にした集計である。

（平成30年6月末時点）

医政局地域医療計画課調べ（精査中）

・過去１年間（28年7月1日～29年6月30日）に一度も患者を収容していない病棟であって、
かつ29年7月1日現在も休棟中と報告した病棟の病床数を集計した。
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公的医療機関等
２０２５プラン対象病院

「地域医療構想の進め方について」抜粋
○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

その他の医療機関

医政局地域医療計画課調べ（精査中）

具体的対応方針のとりまとめ状況①（全国）

新公立病院改革
プラン対象病院

117
施設

280
施設
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９２病院

１７６病院
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■開設主体別別
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（30年6月末） （30年6月末） （30年6月末）

（※）病床機能報告で報告のあった病床数に基づき算出した。

（
※

）
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医政局地域医療計画課調べ（精査中）

具体的対応方針のとりまとめ状況②（都道府県ごと）
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（※）病床機能報告で報告のあった病床数に基づき算出した。
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地域医療構想調整会議の見直しについて

１ 都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置

２ 地域医療構想アドバイザーの選任



○ 地域医療構想調整会議の参加者は様々な主体から構成されており、議長は郡市医師会が担っている
区域が71％と最も多くを占め、事務局は都道府県（本庁）以外の保健所などが担っている区域が74％
と最も多くを占めている。このため、都道府県が、地域医療構想の達成に向けて医療機関等の関係者
と連携しながら円滑に取り組むためには、参加者や議長や事務局との間で、地域医療構想の進め方に
ついて、正しく認識を共有する機会を定期的に設ける必要がある。

○ 一部の都道府県では、構想区域ごとの地域医療構想調整会議に加えて、都道府県単位の地域医療構
想調整会議を設置するとともに、事務局が医療関係者と十分に意見交換を行った上で、データ整理を
行い、地域の実情にあった論点提示を行うことで、地域医療構想調整会議の活性化につながってい
る。このような取組が横展開するように、事務局機能を補完する仕組みを構築する必要がある。
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○ 地域医療構想調整会議の体制の充実・強化に向けて、

① 都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置を推奨

② 都道府県主催研修会の開催支援

③ 地元に密着した「地域医療構想アドバイザー」の育成

について具体的に検討を進めてはどうか。

１．地域医療構想調整会議の体制の充実・強化に関する論点

第 1 ３ 回 地 域 医 療 構 想
に 関 す る W G

平 成 ３ ０ 年 ５ 月 １ ６ 日

資料

２
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○県会議の協議事項
・各調整会議の協議事項、年間スケジュールに関すること
・各調整会議の議論の進捗状況に関すること
・データ分析に関すること
・各圏域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること（高度急性期の提供体制等）等

県全域を対象とした地域医療構想調整会議を設置

○県会議の構成員
・県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県保険者協議会
・全日本病院協会県支部、県慢性期医療協会、県有床診療所協議会、県精神科病院協会
・各調整会議議長
・県、市長会、町村会、消防長会
・特定機能病院、地域医療支援病院

○併せて、各調整会議の委員構成の見直し
・共通委員の廃止
・圏域内の全ての公立・公的病院の代表者が参画



地域医療構想アドバイザーに求められる具体的な活動内容

１．都道府県が行うデータ分析の支援
〇 病床機能報告データをはじめとする各種データの定量的な分析を行う。
〇 各種データの分析方法、活用方法について、事務局の技術的に支援する。
例）・現行の非稼働病棟や病床稼働率の状況を整理する。

・地域の実情に応じた定量的な基準の導入について助言する。
・定量的な分析のデータ提示方法等、データの在り方に関して助言する。

２．調整会議における議論の支援、ファシリテート
〇 公立・公的病院から提出されたプランや個別の医療機関の具体的対応方針等について、中立的・客観的立場か
ら、調整会議の議論を促す。

〇 特に調整会議の議論が停滞した際、調整会議の参加者へ発言を促す。
例）・公立・公的病院については、地域の民間医療機関では担うことができない高度急性期医療や不採算部門、

過疎地等の医療提供等に重点化しているかを確認する。
・非稼働病棟を有する医療機関について、病棟を稼働していない理由、当該病棟の今後の運用見通しに関す
る計画について説明を求める。

・新たな病床を整備する予定のある医療機関の医療機能と2025年の病床数の必要量との整合性を確認する。
・回復期・慢性期の機能転換を図る予定の公立・公的病院について、民間医療機関では担うことができず不
足している医療機能であるのかを確認する。

３．その他
〇 推薦を受ける都道府県の地域医療構想を理解し、調整会議に参加していない医療関係者等に向けた行政の広報
や周知活動を支援する。

〇 将来に向けて地元に密着した地域医療構想アドバイザーを養成する。
〇 個別の医療機関からの相談に対応する。

〇 推薦を受ける都道府県の地域医療構想を十分に理解した上で、各調整会議に出席し、議論が活性化
するよう助言すること。
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○徳島県医師会副会長

徳島県地域医療構想アドバイザー

○京都大学大学院医学研究科医療経済学分野教授

木下 成三 氏

今中 雄一 氏


